様式第３号（第２条関係）
煙火危険防止の方法
 　煙火を消費するにあたり「津山圏域消防組合火薬類取締法規程運用要綱」にのっとり以下のとおり、危険予防の方法について遵守します。

１ 煙火打揚従事者への危険予防の方法
２ 観客への危険予防の方法
３ 煙火消費の中断又は中止の判断基準
４ 煙火消費の終了又は中止後の措置
５ 河川敷で煙火を消費する場合の危険予防の方法
６ その他煙火消費の際に必要な危険予防の方法
